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群馬労働局での勤務について

［国家公務員採用試験（一般職試験）］

〜組織、業務内容、研修、キャリアパスなど〜



厚⽣労働省は、⼈（ひと）の⽣活に

密着している⾏政です。

私たち労働局職員は、厚⽣労働省の⼀員として、

「働く」ことを支えています。

働き始める前から、退職した後も、誰もが、
安心して働き、生活していけるように。

そんな当たり前の日常を支え、守っていく。

それが、私たち労働局職員の使命であり、目標です。



労働局の組織概要

厚⽣労働省

都道府県労働局（全国４７局）

労働基準監督署（全国３２１署）

公共職業安定所（全国５４４所）

労働局は、「はたらく⼈」を直接⽀援する厚⽣労働省の第⼀線機関です。

群馬労働局

総 務 部総 務 部 労働基準部労働基準部 職業安定部職業安定部 雇用環境・均等室雇用環境・均等室

労働基準監督署
（７署）

公共職業安定所
（１２所）

労働局

約３０％

労働基準監督署

約３０％

公共職業安定所

約４０％

組織別の職員割合

［群馬労働局］



管内労働基準監督署・公共職業安定所の所在地と管轄区域

管内７署

管内１２所

□で囲っている場所は庁舎の所在地です。

公共職業安定所

労働基準監督署



労働基準 職業安定

人材開発

労働⾏政の紹介

労働局では、主に４つの「労働」に関する⾏政分野を総合的・⼀元的に運営

し、「はたらく人」を支えています。

職業能⼒の向上

就職支援、雇用保険
労働条件の確保・
改善、労災補償

働き方改革・
⼥性活躍推進

雇用環境・均等



職業安定⾏政の業務紹介

主にハローワークで、職業紹介・雇⽤保険・求⼈に関する業務を⾏っています。

③求人業務

▪求人内容の点検・指導
⇒ 求⼈内容が労基法や均等法などの関係法令に違反して

いないか点検。
違反がある場合は、事業主に対し指導。

▪求人充足の為の相談・助言

▪合同就職面接会などの企画・運営

①職業相談、職業紹介業務

・仕事選択の援助・助言
⇒ 特に、就職へ結びつけることが難しい就職困難者の支援
（Ex．妊娠中・子育て中の方、障害のある方、高齢者など）

・求職者向けセミナーなど施策の企画・⽴案

②雇用保険業務

▪雇用保険の加入・喪失手続き

▪失業給付の額の決定・支給

⇒ 「ハローワークシステム」で、雇用保険データ（事業所
登録や被保険者の受給記録等の情報）を管理



⼈材開発⾏政の業務紹介

労働局の「訓練課」で、⼈材育成に関する多様な業務を⾏っています。

ハロートレーニング
（公的職業訓練）関係 ジョブ・カード関係 技能検定関係

地域若者サポート
ステーション関係 技能実習制度関係

都道府県などと連携し、ハ
ロートレーニングの総合的訓
練計画を策定。

地域におけるジョブ・カード
の普及促進。

国家検定制度である技能検定
の周知・広報。

若年無業者（ニート）などの
就労⽀援を⾏う「地域若者サ
ポートステーション事業」。

監理団体などへの⽴⼊検査実
施、外国人技能実習機構など
と連携し、適正な技能実習制
度の運営を図る。



イベント等の実績紹介（一部）
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職業安定部で企画・実施した主なイベント等を紹介します。［令和４年度］

【Ｇターン︕ぐんま 若者応援就職⾯接会】
・⽇程︓令和４年８⽉
・会場︓Ｇメッセ群⾺（⾼崎）
・参加企業︓３１社

【若者に対する合同企業説明会】
・実施回数︓年５回
・参加企業︓全１２５社

【若年労働者の職場定着促進に関する⽀援セミナー】
・新入社員向けセミナー３回 参加者７２名
・指導者向けセミナー１回 参加者２４名

合同企業説明会・支援セミナー

【群⾺ではたらく︕若者のための合同企業説明会】
・⽇程︓令和５年３⽉
・参加企業︓５５社

ラジオ番組（FMぐんま）

番組名︓蛙亭のおしごとおたまじゃくし
パーソナリティ︓蛙亭
放送回数︓全８回（令和4年8⽉〜令和５年３⽉）
放送時間︓毎⽉第⼀⽕曜⽇ 15︓00〜（55分）
放送内容︓就職氷河期世代のための「お仕事

探し」入門編。
毎回、製造や介護など就職氷河期世代が

活躍している職種をピックアップして、
様々な⾓度から深堀していく番組。

コーナー︓お仕事クイズや、関連する資格情報、
少しマニアックなお仕事あるある、お仕事
のお悩み相談など。

60秒ＣＭ︓番組中、ハローワークの専⾨窓⼝によ
る就職⽀援メニューや、地域若者ステー
ションなど支援団体の活用など。
毎回２本、計16種類放送。

※令和5年度は現在企画中。



公共職業安定所（ハローワーク）での１日
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ハローワークの障害者雇⽤担当者を例とした、ある⼀⽇のスケジュール（残業を１時間⾏った⽇の例）

8:30【業務開始】
まずはメールの確認。
この日は説明会と出張
があるので、資料の再
確認を⾏います。

11:00【説明会】
企業の人事担当者を集め、
障害者雇⽤と助成⾦制度
についての説明会を実施。
資料は前⽇までにしっか
りと準備しました。

9:00【職業相談】
就職希望者が来所した
ので、職業相談を⾏う。
求職者に適格なお仕事
を紹介します。

14:00【出張面談】
特別支援学校に出張。
障害を持つ学生、親、先生
と⾯談を⾏い、卒業後の進
路について検討を⾏いまし
た。

16:00【打合せ】
本日の説明会と出張面談の
内容を上司へ報告し、今後
の方針について打ち合わせ
を⾏います。

12:00【お昼休憩】
お弁当を注文。休憩室
で、同僚と⼀緒に⾷べ
ました。

17:15【閉庁】
本日は出張や説明会など
業務が多い日だったため、
閉庁後１時間ほど残業し、
退庁しました。



労働基準⾏政の業務紹介

① 労災補償に関する業務

労災保険（労働者災害補償保険）は、業務や通勤に起因して発生した労働者の負傷等に
対して、迅速かつ公正な保護を⽬的とする公的保険制度です。
関係法令等に基づき、労働基準監督署で調査・認定を⾏っています。

請求書
の受付

請求内容
の審査

実地調査・
資料収集

調査復命書
の作成

決定
（認定・不認定）

窓口で、請求方法の
相談や災害発生状況、
添付書類などを確認

請求内容を審査し、
必要な調査計画を⽴
てる

現場確認、関係者か
らの聴取調査、医学
的所⾒・資料の収集

調査内容を取りまと
め、調査官としての
意⾒を⽰す

調査復命書の内容な
どにより、監督署⻑
が決定

【給付件数・給付額状況（令和３年度）】
・給付件数
84,704件

・給付⾦額
約103億2200万円



労働基準⾏政の業務紹介

② 労働保険適用徴収に関する業務

「労災保険」と「雇用保険」の総称して『労働保険』と呼んでいます。
『労働保険』は、事業主に加⼊と保険料の申告・納付の義務があり、対象となる労働者を⼀⼈でも
雇用すれば、必ず加入しなければならない政府所掌の強制保険です。

「労災保険」 「雇用保険」

業務中や通勤中の負傷等
に対する保険給付等

失業時の保険給付等＋

労働保険徴収室・労働基準監督署での主な事務

・労働保険の加入手続き
・保険料の申告受付、保険料の徴収
・事業場への⽴⼊検査（算定基礎調査）
・保険未加入事業場に対する指導、強制加入
・滞納事業場に対する指導、納付督促、財産の差押え etc

【適⽤徴収状況（令和３年度）】
・適用事業場数
51,207件

・徴収決定額
約330億8400万円

・収納額
約326億3500万円

・収納率
約98.6%

【参考】全国の徴収決定額
⇒ 約2兆6000億円



労働基準監督署での１日
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労働基準監督署労災課の調査担当者を例とした、ある⼀⽇のスケジュール（残業を１時間⾏った⽇の例）

8:30【業務開始】
メールチェック、担当事案の
進捗状況、請求書等関係書類
の確認。

11:00【障害認定の準備】
この日は、被災労働者を呼び午後
から障害認定を⾏う⽇だったため、
診断書やレントゲン画像等で障害
の部位、状態を確認。

8:45【調査復命書作成】
前日までに調査した内容
を取りまとめ、調査復命
書を作成。

13:30【障害認定】
被災労働者が来署。上司⽴
ち合いのもと、障害認定。
⽋損部位、関節可動域⾓度、
神経症状の有無などを確認。

16:00【調査復命書作成】
確認した障害の状態から障害等
級を認定する。調査内容をとり
まとめ、調査復命書を作成。

12:00【お昼休憩】
いつも⾏列しているお店に
奇跡的に並ばずに入れた。
午後の仕事が順調に進むこ
とへの期待が膨らむ。

17:15【閉庁】
当日受付分の請求書や、翌日
の調査事案を確認。翌日は出
張のため、準備を⼊念にした
ため１時間ほど残業し退庁。



雇⽤環境・均等⾏政の業務紹介

労働局の「雇⽤環境・均等室」で、働き⽅改⾰や⼥性活躍推進に関する業務を⾏って

います。

①企業指導

②広報・企画調整

・パワハラ・セクハラの防⽌、妊娠等を理由とする不利
益取り扱いなどに対処するための事業主への指導

・同⼀労働同⼀賃⾦への対応に向けた⾮正規雇⽤労働者
の待遇改善、仕事と⽣活の両⽴などの相談対応

・「くるみん」「えるぼし」など、両⽴⽀援や⼥性の活
躍を推進する企業の認定

次世代育成支援対策推進法認定マーク

くるみん認定企業数 ６５社
プラチナくるみん認定企業数 ８社
えるぼし認定企業数 ２２社

［令和5年1月末時点】

・企画調整業務

労働局の施策を総合的に展開するための企画、関係部署との調整

労働局の運営方針の取りまとめ

・広報業務

労働局の施策の周知広報

記者会⾒の主催、ホームページの管理

労働法制セミナーの開催

企業の両⽴⽀援の取組、時間外労働の改善の取組、最低賃⾦
引上げの取組を⽀援するための助成⾦の⽀給
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組織を挙げて育児や介護、プライベートと仕事との両⽴に取り組んでいます。

男⼥ともに１００％

▪１か⽉１⽇以上の有給休暇取得率

令和４年度９５％

男性職員で、数カ月以上の育児休業を取得する方
が増えています。

群馬労働局のワーク・ライフ・バランス

マンスリー休暇のほか、GWや夏季休暇、年末年始に
連続した年休取得を推進しており、多くの職員は連続
１週間以上の⻑期休暇を取得しています。

１年平均１７．２日

▪育児休業の取得率

育休取得した職員の紹介

⾚ちゃんの成⻑速度はとても早く、⽇々驚きの連続で
す。この時期に１日を通してそばにいられたことは、貴
重な体験となりました。育児の楽しさや大変さを家族で
共有したからこそ、職場復帰をした今でも積極的に育児
に関わろうという意識を持てたのだと思います。
現在は定時退庁を目指して仕事を頑張りながら、家に

帰って⼦どもとお⾵呂に⼊ることが⽇課となっています。
群馬労働局では、男性の育休取得が当たり前になって

おり、仕事と育児、プライベートを両⽴させるには最適
な職場です。

群馬労働局総務部総務課所属 Y・K
Ｈ２６年度⼊省［事務官（共通）］

【経歴（育休取得歴）】
R4.4 群馬労働局総務部総務課人事係
R4.11.11〜R4.11.27 育児休業（１回目）
R4.12.7〜R4.12.25 育児休業（２回目）



労働局で働く「厚生労働事務官」とは

労働局の事務官には２つのキャリアパスがあり、⼊省時に選択します。

 主な担当業務
労災補償業務（保険給付を⾏うための審査・調査・労災認
定）、労働保険の適用・徴収業務
※適性や希望により最低賃⾦や働き⽅改⾰推進関連業務に従事する場
合もあります。

 主な配属先
労働基準監督署［労災課、業務課］
労働局［総務部、労働基準部（労災補償課・賃⾦室）、雇⽤
環境・均等室］

 キャリアパス
労働基準監督署における第一線の窓口業務や管内監督署の業
務を統括する労働局の業務を経験していただき、労災補償や
労働保険の適用・徴収業務のスペシャリストとなっていただ
くことを期待しています。最終的には、幹部職員として労働
基準監督署や労働局の運営に携わっていただきます。

 主な担当業務
職業相談・紹介業務、雇用保険業務、雇用対策業務
働き⽅改⾰の推進、⼥性の活躍推進に関する企業指導、相談
等の業務

 主な配属先
公共職業安定所
労働局［総務部、職業安定部、雇用環境・均等室］

 キャリアパス
⼊省後はできるだけ多くの異なる業務に就いていただき、係
⻑・専⾨官などの中堅職員以後は、本人の適性や希望に応じ
て、各業務のスペシャリストに成⻑していただくことを期待
しています。最終的には、幹部職員として公共職業安定所や
労働局の運営に携わっていただきます。

労災補償業務や労働保険適用・徴収業務を

中心としたキャリアパス

働く人の職業の安定、働き方改革関係業務を

中心としたキャリアパス

事務官（共通） 事務官（基準）



⼊省後の研修制度

 ⼊省後、公務員として必要な基礎的知識の習得、資質向上を図るための様々な研修が

実施されます。

（研修施設︓労働政策研究研修機構 労働大学校 ※所在地︓埼⽟県朝霞市）

 日常業務では、先輩職員や上司によるOJTが実施され、計画的に業務を遂⾏していき

ます。

新規採用者研修
初級業務研修

上級研修
業務専門研修

係⻑研修
専門官研修

課⻑研修
専門官研修

研修所に宿泊し
ながら、全国の仲
間と一緒に研修を
受講します



通勤事情等

 ⾃家⽤⾞の通勤も認められています。

新前橋⇔沼田署約37Km
⾃動⾞通勤（約48分）
電⾞通勤（約37分）

新前橋⇔中之条署約36Km
⾃動⾞通勤（約58分）
電⾞通勤（約41分）

新前橋⇔藤岡署約16Km
⾃動⾞通勤（約36分）

新前橋⇔桐生署約30Km
⾃動⾞通勤（約1時間4分）
電⾞通勤（約35分）

新前橋⇔太田署約38Km
⾃動⾞通勤（約1時間7分）

 東京都心まで52分（高崎駅⇔東京駅）

 新潟市内まで74分（高崎駅⇔新潟駅）

 ⻑野市内まで46分（高崎駅⇔⻑野駅）

 県内中⼼部（前橋市・⾼崎市）から管内各監督署・安定所庁舎へのアクセス良好︕︕

県内中⼼部に居住した場合、基本的には⼈事異動に伴う転居の必要はありません。



採⽤後の⼈事異動について

群馬労働局で、事務官（共通・基準）として採用された場合

 ⼊省後、概ね２〜３年くらいの間隔で⼈事異動が⾏われます。

事務官（共通）で採用された場合は労働局・公共職業安定所、事務官（基準）で

採用された場合は労働局・労働基準監督署を異動しながら多くの業務を経験して

いただきます。

 原則、群⾺労働局以外の労働局へ異動することはありません。

 群⾺労働局では、転居を伴う⼈事異動はほとんどありません。



若⼿先輩職員インタビュー

労働局での仕事内容や、やりがいを感じていることについて

Aさん）採用直後は太田公共職業安定所の配属でしたが、令和3年4月に総務課会計第２係へ異動となりました。

会計第二係では、主に群馬労働局全体で使用する光熱費や、物品などの支払い業務を担当しています。

会計法令に基づき正確に処理をしなければならない業務であり、大変なこともありますが、労働局全体の業務運営に欠かせない仕事なので、とて
もやりがいのある仕事だと思います。

Bさん）最初に配属されたのは高崎労働基準監督署の労災課で、労災請求事案についての調査を担当していました。初めて複雑な請求事案を担当したと
きはとても大変でしたが、「丁寧に調査していただいて、ありがとうございました。」と感謝され、今ままでの苦労が報われたと感じました。

職場はどんな雰囲気ですか︖

Aさん）とても穏やかな雰囲気で、仕事で悩んだときも経験豊富な上司や先輩にいつでも相談できます。みなさん優しい人ばかりなので、とても働きや
すい職場だと思います。

群⾺労働局に⼊って良かったことは︖

Bさん） 地方公務員の場合、ゼネラリストとして様々な部署を渡っていくことが多いかと思うのですが、国家公務員の場合は、その官庁が所掌する法

令に関する業務を専⾨的に⾏うこととなります。労働局は労働法令を扱う専⾨機関であり、労働⾏政のスペシャリストとして成⻑することがで

きます。また、勤務場所は群馬県内で完結していますし、⼈事異動のたびに転居するといったこともないので、将来設計が⽴てやすいのも魅⼒

のひとつだと思います。

⼊省までにやっておいた⽅がいいことはありますか︖

Aさん）やっておいたほうがいいことは特にないと思いますが、毎⽇ニュースは⾒るようにしていました。

休⽇の過ごし⽅や残業の頻度について教えてください

Aさん）⽉に１回は年休を取るようにしているので、土日や祝日とつなげて連休にし、友人と遊んだり、旅⾏に⾏ったりしています。

Bさん）厚⽣労働省は「働き方改革」を推進している官庁ですので、職員は率先して有給休暇を取得していて、残業削減にも積極的に取り組んでいます。

監督署に勤務していたときの残業時間は、月平均５時間くらい。多い月でも１０時間くらいの残業時間だったと思います。

受験生のみなさんにひとことお願いします。

Aさん・ Bさん）最初はわからないことだらけで、大変なことも多いかと思いますが、上司や先輩職員がフォローしてくれるので、楽しく仕事をする
ことができると思います。また、研修では県外の同期とも仲良くなれますよ。
これをきっかけに少しでも労働局に興味を持っていただけると嬉しいです︕

⼊省後５年未満の総務課配属職員にインタビューしました︕（令和5年3月実施）

Aさん［事務官（共通）平成30年度採⽤］ Bさん［事務官（基準）令和2年度採⽤］


